
町
村
合
併
の
賜
？
国
民
健
康
保
険
と
無
医
村
の
解
消

昭
和
30
(
１
９
５
５
)
年
３
月
１
日
、
い

わ
ゆ
る
昭
和
の
大
合
併
で
水
城
村
と
太
宰

府
町
が
合
併
し
、
新
太
宰
府
町
が
誕
生
し

ま
す
。
翌
年
明
け
の
『
太
宰
府
町
公
民
館

報
』で
は
、
難
航
の
末
成
立
し
た
新
町
の
船

出
が
感
慨
と
共
に
振
り
返
ら
れ
、
特
記
す

べ
き
事
項
の
一
つ
と
し
て
、
町
が
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま

す(
同
31
年
１
月
25
日
号
)。
ま
た
、
当
時
の

町
長
森
田
久
は
、
国
民
皆
保
険
を
目
指
す

国
の
制
度
整
備
が
進
む
中
、「
新
町

発
足
当
時
ま
で
は
隣
接
町
村
の
ど

こ
も
や
っ
て
い
な
か
っ
た
」
時
か

ら
「
当
町
は
先
鞭
を
つ
け
て
開
始

し
」た
、
と
国
民
健
康
保
険
に
関
す

る
新
町
の
周
到
な
実
施
ぶ
り
を
後

に
誇
ら
し
く
語
っ
て
い
ま
す
(
同

34
年
２
月
25
日
号
)。

確
か
に
戦
後
の
太
宰
府
で
の
国

民
健
康
保
険
制
度
設
立
の
動
き
は

早
く
、
旧
水
城
村
で
は
す
で
に
同
29
年
９

月
に
組
合
を
設
立
し
て
い
ま
す
(
『
太
宰
府

市
史
』に
よ
る
と
、
旧
太
宰
府
町
で
は
同
24

年
に
条
例
を
制
定
す
る
も
機
能
せ
ず
)。
国

民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
時
町

村
合
併
計
画
の
中
で
も
協
議
が
必
要
な
事

項
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
だ

７
か
町
村
合
併
案
(
太
宰
府
町
・
二
日
市

町
・
水
城
村
・
御
笠
村
・
筑
紫
村
・
山
口
村
・

山
家
村
)
が
有
力
な
合
併
路
線
と
し
て
進

行
し
て
い
た
時
、
筑
紫
郡
旧
御
笠
部
町
村

合
併
促
進
協
議
会
(
同
29
年
５
月
発
足
)
の

厚
生
文
化
委
員
会
で
は
「
各
町
村
共
に
戦

時
中
保
険
組
合
を
設
立
し
て
に
が
い
経
験

を
な
め
」「
お
い
そ
れ
と
設
立
出
来
な
い
状

況
」だ
が
、
す
で
に
水
城
村
が
組
合
を
設
立

し
て
い
る
の
で
「
他
町
村
は
こ
れ
に
追
随

し
加
入
出
来
る
の
で
、
漸
次
全
町
に
及
ぼ

す
よ
う
計
画
」
中
と
述
べ
ら
れ
て
お
り

(
『
太
宰
府
市
史　

近
現
代
資
料
編
』)
、
合

併
後
は
水
城
村
に
相
乗
り
す
る
形
で
事
業

を
進
め
よ
う
と
協
議
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

結
局
７
か
町
村
の
合
併
は
実

現
せ
ず
、
最
終
的
に
太
宰
府
町
と

水
城
村
の
２
か
町
村
が
合
併
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
合
併
後

の
同
30
年
９
月
に
は
、
当
時
「
無

医
村
」
で
あ
っ
た
水
城
地
区
に
念

願
の
診
療
所
が
設
立
さ
れ
(
経
営

は
社
会
福
祉
法
人
福
岡
県
済
生

会
に
委
託
)
、
ま
た
旧
太
宰
府
町

議
会
で
再
開
の
要
望
が
出
て
い
た
国
民
健

康
保
険
条
例
も
新
町
議
会
で
可
決
、
水
城

診
療
所
設
置
と
同
時
に
新
生
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
国
民
健
康
保
険
事
業

の
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
な
展
開
は
、
新
し
い

太
宰
府
町
に
と
っ
て
町
村
合
併
の
恩
恵
の

一
つ
と
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

【
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
こ
ち
ら
】

　
　

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
０
０
０
７
２
４
１

公
文
書
館　

藤
田　

理
子

　公文書館のお仕事

太宰府市公文書館は、『太宰府市史』編さん事業が進め

られる中でその設置が構想され、市史資料室（２００６年４月

設置）を経て、２０１４年４月１日に開館しました。

公文書館には、「文書資料部門」「太宰府学研究センター

部門」という２つの活動の柱があります。「文書資料部門」で

は、以前の町村役場時代の行政文書の保存、また本市が作

成した行政文書のうち歴史資料として重要あるいは行政の

説明責任を果たすために必要なものの選別・保存などをし

ています。一方、「太宰府学研究センター部門」では、地域資

料（太宰府地域に伝わる古文書などの類）や、古代から近

現代に至るまでの太宰府の歴史に関わる資料・図書を収蔵

し、整理・保存および調査研究した成果を『太宰府市公文書館紀要 年報 太宰府学』に公表、あるいは歴史講座で市

民の皆さんにお伝えするなどの活動をしています。

また、必要な情報・資料などの検索をお手伝いするレファレンスの対応もしていますので、もし太宰府の歴史や文

化について、疑問に思ったことや質問などがあれば、気軽に公文書館に問い合わせてください。

　公文書館ってどこ？
公文書館は、太宰府市御笠の上下水道事業センター内にあります。

住所：〒818-0110　福岡県太宰府市御笠５－３－１

　　　　　　　　　　　　　上下水道事業センター内

公文書館からのお願い
公文書館では、これまで個人の自宅の建替え、蔵の解体などの

機会を捉えて、江戸時代や明治時代以降に記された書付や手紙な

どの古文書、あるいは古い書籍、古写真などの所在確認および調

査をしてきました。その際には、公文書館職員が現地に赴き、調査

および当面の保存措置をしています。所蔵者の意向によっては、寄

贈・寄託を受ける場合もあります。

調査の結果、公文書館に収蔵された古文書などについては、一

点ごとの調書をもとに、目録（資料リスト）を作成後、プライバシーや

個人情報保護に配慮したうえで、地域資料として閲覧公開します。

年末になり、そろそろ新年を迎える大掃除の準備を始めるお宅も

多いと思います。そうした時に、今述べたような古文書の類が見つ

かることがあるかもしれません。今の私たちには不要に感じられ、置き場所もないことから捨ててしまおうと思うかもし

れませんが、それらは前の時代の人々が遺した足跡をたどる手掛かりとなるものです。地域の歴史や文化をより深く、

より豊かに語るための貴重な材料ともなることでしょう。

自宅整理の折などに、そうした古文書などが見つかったら、廃棄処分前にぜひ公文書館までご一報ください。

公文書館では、毎年、収蔵資料などを紹介するパネル展

を開催しています。今回は「開発と史跡保存」をテーマにし

ました。

大正10（1921）年３月、史蹟名勝天然紀念物保存法（同

８年施行）により、大宰府跡および水城跡が国の史跡に指

定されました。令和３（2021）年は、それから数えて100年と

いう節目の年でした。今回のパネル展は、平成14（2002）

年の市制施行20周年、および『太宰府市史』環境資料編刊

行を記念して開催された特別展示「太宰府―人と自然の

風景」（於　太宰府市文化ふれあい館）のために制作したパ

ネルのうちのいくつかを読み解くことで、太宰府における

“開発”と史跡保存の関わりを考えてみようという試みで

す。右の写真は、それぞれ大宰府跡・水城跡に建つ史跡指

定の記念碑で、指定翌年の大正11年に造立されました。

パネル展の後は、事業センターの別棟に公文書館があり

ますので、ぜひお立ち寄りください。

地域資料調書作成風景

電話番号・ファクス番号　☎　 （９２１）２３２２

E-mail 　　 kobunshokan@city.dazaifu.lg.jp

太宰府市公文書館パネル展

　　「開発と史跡保存―大宰府史跡指定100年を迎えて―」を開催します !!

会　期：令和４年１月11日㈫～３月25日㈮

会　場：上下水道事業センター１階ビジターフロア（期間中無休、観覧無料）
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FAX

「史蹟水城阯」碑
　（所在地：水城東門跡）

「史蹟太宰府阯」碑
（所在地：大宰府政庁跡南側）

～公文書館だより 　～92

古文書を捨てる前にお知らせください
こ  も ん じ ょ

～太宰府市公文書館からのお願い～

問い合わせ　文書情報課　公文書館　☎（９２１） ２３２２
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